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ママパパ教室
　妊娠中期以降の妊婦とその家族の皆さん、楽しく赤ちゃんを迎える準備をしませんか。
内容●（1 回目）妊娠中の栄養と調理実習、胎児への読み聞かせ
　　　（2 回目）新生児を迎える準備と沐浴実習、予防接種や制度

次に該当する場合、国から給付金が支給されます。支給額●児童1人 5万円

　①・②の方には給付済みです。
　必要書類など詳しくは町ホームページまたは子育て支援課まで
お問い合わせください。

日程●※参加希望の方は、１週間前までにご連絡ください。

乳児健診  
1 月 13 日（金）
対象●令和 4 年 8 月～ 9 月生まれの
　　　乳児と未実施者

2歳児歯科健診  
1 月 17 日（火）
対象●令和 2 年 8 月～ 10 月生まれの
　　　幼児と未実施者

子どもの健診

日にち 受付時間 終了予定時間

1 回目 1 月 24 日（火） 午前 9 時 45 分～ 10 時 午後 1 時

2 回目 2 月 3 日（金） 午後 1 時～ 1 時 15 分 午後 4 時

会　　場●保健福祉センター
受付時間●個別に通知します

お問合せ●子育て世代包括支援センター（保健福祉センター内）　☎76-3322

お問合せ●子育て支援課こども係　☎76-5412

子
育
て

ご相談ください
特定不妊治療費の
助成事業が終了となります

子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか

　令和 4 年 4 月 1 日から特定不妊治療が保険適用となっ
たことに伴い、千葉県の助成が令和 5 年 3 月 31 日で 
終了します。多古町での助成事業も終了しますので、申請
を検討されている方はお早めにご相談ください。
助成金額●上限 100,000円
申請方法●県が交付する「千葉県特定不妊治療費助成承認
決定通知書」が届いてから町へ申請してください。
※ 申請に必要な書類や助成対象者など詳細はお問い合わせ

ください。

お問合せ●保健福祉課健康づくり係　☎76-3185

最大10万円!

対象の保護者 支給要件

① 高校生のみを養育
している方

収入が多い方の令和 4 年度住民
税が非課税である場合

②公務員の方
令和 4 年 4 月分の児童手当を受
給されており、令和 4 年度住民
税が非課税である場合

③ 令和4年1月以降、
コロナの影響で

　家計が急変した方

令和 4 年の収入が住民税非課税
相当になる場合
※事業所得の方は所得税で判定

世帯の人数 所得 年収（目安）

2 人　夫（婦）＋子 1 人  82.8 万円以下 137.8 万円以下

3 人　夫婦＋子 1 人 110.8 万円以下 168.0 万円以下

4 人　夫婦＋子 2 人 138.8 万円以下 209.7 万円以下

5 人　夫婦＋子 3 人 166.8 万円以下 249.7 万円以下

目安表

ひとり親世帯分 ひとり親世帯以外分

2月28日
まで

申込・お問合せ●多古こども園　☎76-6050

多古こども園入園予定者　
説明会を開催します

令和5年度

　多古こども園では、次の職種の会計年度任用職員を募集します。
職　　種●看護師
仕事内容●◦園児の体調不良やけが、傷などの応急処置など
　　　　　◦ほけんだよりの発行（月 1 回）などの他、簡単な PC 操作あり
資　　格●看護師　給与（月額）● 200,700 円
勤務時間●基本は月～金曜日の午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（勤務開始日も含め応相談）
そ の 他●社会（共済）保険、雇用保険の適用あり
　詳しくは、お問い合わせください。

　4 月から新たに多古こども園への入園を予定されている方は、入園申込書受付時に配付した通知を確認の
上、説明会にご参加ください。
※こども園 2 歳児クラスに在園している進級者を対象とする説明会は
　実施いたしません。
日　時● 2 月 3 日（金）　午後 1 時 30 分から
場　所●多古こども園 2 階ホール
対象者● 4 月新規入園予定者

多古こども園職員募集！

2月3日
（金）

　新型コロナウイルス感染症などによる、原材料や燃料価格の高騰の影響が特に大きい中小企業などに対し
て、応援給付金を交付し、事業の継続・立て直しの取り組みを応援します！

　申請方法、必要書類、申請の流れは、お問い合わせいただくか町ホームページを
ご覧ください。

農林業または運輸業が主な収入源となっている方

売上規模　1,000 万円未満：10 万円
　　　　　1,000 万円以上 5,000 万円未満：20 万円
　　　　　5,000 万円以上：30 万円

①～⑤すべてに該当すること
① 町内に所在する店舗、事業所などで主たる事業を営む中小企業など（法人または個人事業者）

であり、かつ本店または主たる事務所が町内に所在していること
② 主たる事業が、日本標準産業分類における大分類［Ａ］農業・林業または大分類［Ｈ］運輸業・

郵便業であること
③令和４年７月１日までに事業を開始しており、今後も事業を継続する意思があること
④町税などを滞納していないこと
⑤事業を営むに当たって、関連する法令および条例などを遵守していること

お問合せ●産業経済課経済振興係　 ☎76-5404

多古町中小企業等応援給付金
申請は

2月28日まで

詳しくは
こちら

事業を応援!!

対　　象
給付金額

主な要件


